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平成 29 年 4 月 1 日改正 

 

    

    

    

    

    

    

◎◎◎◎商業振興支援商業振興支援商業振興支援商業振興支援    

1.1.1.1.横手市商横手市商横手市商横手市商いいいい賑賑賑賑わいわいわいわい創出事業補助金創出事業補助金創出事業補助金創出事業補助金        -------------------------- P. 1    

2.2.2.2.横手市空横手市空横手市空横手市空きききき店舗店舗店舗店舗等等等等利活用支援事業補助金利活用支援事業補助金利活用支援事業補助金利活用支援事業補助金  -------------------- P. 3 

    

◎◎◎◎起業起業起業起業・・・・創業支援創業支援創業支援創業支援    
3.3.3.3.横手市起業横手市起業横手市起業横手市起業・・・・創業支援事業補助金創業支援事業補助金創業支援事業補助金創業支援事業補助金     -------------------------- P. 7 

    

◎◎◎◎金融関係支援金融関係支援金融関係支援金融関係支援    
4.4.4.4.横手市中小企業等融資横手市中小企業等融資横手市中小企業等融資横手市中小企業等融資あっせんあっせんあっせんあっせん制度制度制度制度（（（（マルマルマルマル横横横横））））    ------------------ P. 9    

5.5.5.5.横手市中小企業等融資利子補給制度横手市中小企業等融資利子補給制度横手市中小企業等融資利子補給制度横手市中小企業等融資利子補給制度（（（（マルマルマルマル横横横横））））            ------------- P.10 

    

◎◎◎◎就労就労就労就労・ワークライフバランス・ワークライフバランス・ワークライフバランス・ワークライフバランス支援支援支援支援    
6.6.6.6.横手市横手市横手市横手市インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ促進支援促進支援促進支援促進支援事業事業事業事業   --------------------- P.11    

            7777....横手市若年者等人財育成横手市若年者等人財育成横手市若年者等人財育成横手市若年者等人財育成・・・・地元定着支援事業地元定着支援事業地元定着支援事業地元定着支援事業   --------------- P.13    

8888....横手市男性横手市男性横手市男性横手市男性のののの育児休業取得促進事業育児休業取得促進事業育児休業取得促進事業育児休業取得促進事業            ----------------------------------------------------------- P.15 

 

◎◎◎◎企業向企業向企業向企業向けけけけ支援支援支援支援    
9999....横手市横手市横手市横手市ものづくりものづくりものづくりものづくり事業化事業化事業化事業化プランプランプランプラン開発開発開発開発支援事業支援事業支援事業支援事業        --------------------------------------------------------  P.17    

10101010....横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業（（（（課題課題課題課題等等等等解決支援事業解決支援事業解決支援事業解決支援事業））））    ------- P.19    

11111111....横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業（（（（販路拡大支援事業販路拡大支援事業販路拡大支援事業販路拡大支援事業））））        -------------- P.21 

11112222....横手市横手市横手市横手市新商品生産新商品生産新商品生産新商品生産によるによるによるによる新事業分野開拓者認定事業新事業分野開拓者認定事業新事業分野開拓者認定事業新事業分野開拓者認定事業  --------- P.23 

11113333....ITITITIT・ソフトウェア・ソフトウェア・ソフトウェア・ソフトウェア関連企業立地優遇制度助成金関連企業立地優遇制度助成金関連企業立地優遇制度助成金関連企業立地優遇制度助成金        ---------------- P.25 

    11114444....横手市企業横手市企業横手市企業横手市企業振興条例振興条例振興条例振興条例のののの助成金助成金助成金助成金・・・・奨励金奨励金奨励金奨励金についてについてについてについて        ------------- P.27 

11115555....横手市展示会連携横手市展示会連携横手市展示会連携横手市展示会連携 PRPRPRPR 事業事業事業事業        ------------------------------- P.28    

横手市商工業関係横手市商工業関係横手市商工業関係横手市商工業関係のののの助成制度助成制度助成制度助成制度    
【【【【平成平成平成平成２９２９２９２９年度版年度版年度版年度版】】】】    

◆◆◆◆横手横手横手横手のののの商工業振興商工業振興商工業振興商工業振興サイトもあわせてごサイトもあわせてごサイトもあわせてごサイトもあわせてご活用活用活用活用くださいくださいくださいください！！！！◆◆◆◆    

    
横手市のホームページ上に、横手市の商工業振興事業を一目でご覧いただける

『横手の商工業振興サイト』を開設しています。市の事業だけでなく、国や県の

事業等について掲載しています。ぜひご活用ください！ 

 

①横手市ホームページ（http://www.city.yokote.lg.jp/） 

↓ 

②『事業者の方へ』というタブをクリック 

↓ 

③ページ左下『横手の商工業振興』のバナーをクリック 
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商業の活性化を図るために、商店街等において、イベント開催等、販売促進につながる取り組みや事

業者の資質向上、商店街の魅力向上のために行う研修会の実施などに係る経費の一部を補助します。 

 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。 

・ 市内の商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街（会）団体、事業

者グループ（３店舗以上）等であること。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号第 2条に掲げる営業）に該当しないこと。 

・ その他、市長が認めるもの 

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

・ 販売促進につながる事業（商いと結びついたイベントや買い物弱者対策

等）を実施する際にかかる経費。 

・ 商業の活性化を目的に事業者の資質向上や商店の魅力向上のために開催

する研修会、勉強会、調査研究事業、消費者参加事業等にかかる経費。 

 

※ 広告宣伝費のみや交通費のみなど間接的な事業および備品や資産の購入

は対象外とします。 

※ 販売促進に係る事業について、『景品代』は事業費総額の 2/5 以内としま

す。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

〇補助対象経費の 1/2 以内。 

 取り組む事業によって上限額が異なります。事業ごとの上限額は以下の通

りです。 

◆販売促進につながる事業：上限 30 万円 

◆研修などを開催する事業：上限 20 万円 

 

※ 継続事業は、前年の課題を明確にし、それを解決する事業計画を対象と

します。また、継続 5 年目以上の事業については、補助対象経費の 1/3

以内、上限 20万円とし、継続 8年目までを補助対象とします。 

※ 千円未満は切捨てとします。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

申請者は、補助対象事業に着手する前に「横手市商い賑わい創出事業補助金

交付申請書」と以下の書類を商工労働課に提出してください。 

①事業計画書 ②構成員名簿 ③その他事業に係る写真やチラシなど実績が

わかるもの（継続事業のみ） 

など。 

募集期間募集期間募集期間募集期間    平成 29 年 4 月 3 日（月）～4 月 28 日（金） 

横手市商横手市商横手市商横手市商いいいい賑賑賑賑わいわいわいわい創出事業補助金創出事業補助金創出事業補助金創出事業補助金のののの概要概要概要概要    
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そそそそ    のののの    他他他他    

・ 当該事業の実施にあたり、他の補助制度（国・県も含む）の交付を受け

た場合は、交付の対象となりません。 

・ 必要に応じて現地調査を行います。 

・ 補助事業は年度内に完了するものが対象となります。 

    

    

補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    
 

横手市役所商工労働課 

①①①① 申請申請申請申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

商い賑わい創出事業補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出してくださ

い。担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。 

※ 受付は土、日、祝祭日を除きます。 

※ 必要に応じて現地調査を行います。 

 

②②②② 交付交付交付交付    

決定決定決定決定    

横手市役所商工労働課⇒申請者 

補助金審査会にて、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

③③③③ 事 業事 業事 業事 業 のののの

着手着手着手着手    

補助金の交付決定を受けてから事業着手してください。 

※交付決定前に着手したものにつきましては交付対象になりません。 

 

④④④④ 実績実績実績実績    

報告報告報告報告    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業終了後、代金の支払いが済みましたら、商い賑わい創出事業補助金実績報告書

に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してください。 

 

〇実績報告に必要な書類等 

1. 事業決算書 

2. 領収書の写し（宛名は申請者名と一致するようにしてください） 

3. 現場写真・チラシ（イベント等の様子がわかる写真や制作したチラシなど実績が

わかるもの。） 

 

⑤⑤⑤⑤ 補 助 金補 助 金補 助 金補 助 金

のののの交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査した後、市に債権者登録している口座へ補助金を振り込み

ます。 

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書、実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

 

商い賑わい創出事業の HP番号：000001986 
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横手市内の中小企業者等で、ご自身が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外

の改装及びこれらと一体として整備する設備等にかかる費用の一部を補助します。 

また、商店街等（※）の空き店舗を活用して、商店街および地域商業の活性化につながる事業を営む

中小企業者の方に対して、かかる経費の一部を補助します。 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

 

※ここでいう「商店街等」とは、概ね商店が１０店舗以上集積する地区のことをいいます。また「空き

店舗」とは、過去に営業していた実績があり、３ヶ月以上営業が行われていない店舗であり、かつ大

型店舗（売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗）及びその入居者でないこと。 

 

 

 

【【【【①①①①    ごごごご自身自身自身自身のののの店舗改装等店舗改装等店舗改装等店舗改装等をををを行行行行うううう場合場合場合場合】】】】    
項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。 

・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であ

ること。 

・ 大型店舗（売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗）及びそ

の入居者でないこと。 

・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。 

・ 市税を滞納していないこと。 

対象業種対象業種対象業種対象業種    

小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業

活性化に資すると認められるものが対象となります。 

ただし、以下の場合は対象外とします。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）に定める営業 

・ その他市長が不適当と認める事業 

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改

築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用（デザイン

料含む）。 

長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙

えるものを対象とします。 

※ 一般備品は補助対象経費とみなしません。 

※ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象

とみなしません。 

※ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    
○補助対象経費の1/2以内、上限30万円とします。 

※千円未満は切捨てとします。 

横手市空横手市空横手市空横手市空きききき店舗等利活用支援事業補助金店舗等利活用支援事業補助金店舗等利活用支援事業補助金店舗等利活用支援事業補助金のののの概要概要概要概要    
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【【【【②②②②商店街等商店街等商店街等商店街等のののの空空空空きききき店舗店舗店舗店舗をををを利用利用利用利用してしてしてして事業事業事業事業をををを行行行行うううう場合場合場合場合】】】】    
項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。 

・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であ

ること。 

・ 大型店舗（売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗）及びそ

の入居者でないこと。 

・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。 

・ 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の

店舗を空き店舗としていないこと。 

・ 【賃貸借の場合】空き店舗の賃貸契約期間が２年以上であり、かつ、 

週３０時間以上営業を行うこと。 

・ 【賃貸借の場合】空き店舗の賃貸借契約日が補助申請日の２カ月以内で

あること。 

・ 【購入の場合】空き店舗の購入に係る契約日が平成２８年４月以降で 

あること。 

・ 空き店舗の所有者の親族でないこと。 

・ 市税を滞納していないこと。 

対象業種対象業種対象業種対象業種    

小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業

活性化に資すると認められるものが対象となります。 

ただし、以下の場合は対象外とします。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）に定める営業 

・ その他市長が不適当と認める事業 

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置

にかかる費用（デザイン料含む）、店舗の賃借料を対象とします。 

※ 一般備品は補助対象経費とみなしません。 

※ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象

とみなしません。 

※ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。 

※ 【賃貸借の場合】敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに

類する費用は補助対象とみなしません。 

※ 【購入の場合】空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

○補助対象経費の1/2以内、上限50万円とします。 

○秋田県外から移住後1年未満の方は、補助対象経費の1/2以内、 

 上限80万円とします。 

※千円未満は切捨てとします。 
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【【【【①①①①・・・・②②②②共通事項共通事項共通事項共通事項】】】】    

提出書類提出書類提出書類提出書類    

申請者は、補助対象事業に着手する前に「横手市空き店舗等利活用支援事業

補助金交付申請書」と以下の書類を商工労働課に提出してください。 

 

① 事業計画書  

② 市税納税証明書（県外から移住してこられる方は、横手市の住民票） 

③ 見積書 （改装費等を補助対象経費とする場合） 

④ 店舗の賃貸借契約書の写し（空き店舗を利用して事業を行う場合） 

⑤ 図面 

⑥ 完成予想図 

⑦ 事前写真 

⑧ その他市長が必要と認める書類 

募集期間募集期間募集期間募集期間    平成 29 年 4 月 3 日（月）～４月 28日（金） 

そのそのそのその他他他他    

・ 改装・開店にあたり、他の補助制度（国・県も含む）の交付を受けた場

合は、交付の対象となりません。 

・ 過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象とな

りません。 

・ 必要に応じて現地調査を行います。 

・ 補助金の交付までが平成 29 年度中に完了する計画であること。 

（平成 30年度へ繰り越しや事前交付はできません） 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等についてについてについてについて    
 

平成 29 年度中に補助金の交付までが完了する計画であり、補助金額の範囲内であれば、店

舗の改装・賃貸料にかかる経費について申請が可能です。 

なお、補助率は全て対象経費の 1/2 以内です。 

※ 千円未満は切捨てとします。 

※ 補助金を平成 30 年度に繰り越すことはできませんので、ご注意ください。 

 

 

≪≪≪≪ケースケースケースケース①≫①≫①≫①≫全全全全てててて改装費改装費改装費改装費にににに充充充充てたいてたいてたいてたい            

◆改装費 １５０万円 ⇒ 補助金額  既存店３０万円   

 空き店舗５０万円  

 

≪≪≪≪ケースケースケースケース②②②②・・・・空空空空きききき店舗店舗店舗店舗をををを活用活用活用活用するするするする場合場合場合場合≫≫≫≫全全全全てててて賃借料賃借料賃借料賃借料にににに充充充充てたいてたいてたいてたい            

◆賃借料 月２５万円 ⇒ 補助金月１２万５千円×４ヶ月＝  ５０万円  

 

≪≪≪≪ケースケースケースケース③③③③・・・・空空空空きききき店舗店舗店舗店舗をををを活用活用活用活用するするするする場合場合場合場合≫≫≫≫改装費改装費改装費改装費、、、、空空空空きききき店舗店舗店舗店舗のののの賃借料賃借料賃借料賃借料にににに充充充充てたいてたいてたいてたい    

◆改装費 １００万円 ⇒ 補助金額  ３０万円  

◆賃借料 月１０万円 ⇒ 補助金月５万円×４ヶ月＝  ２０万円  
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補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    
 

横手市役所商工労働課 

①①①①申請申請申請申請    

申請者申請者申請者申請者⇒⇒⇒⇒横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課    

空き店舗等利活用支援事業補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出して

ください。担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。 

※ 受付は土、日、祝祭日を除きます。※必要に応じて現地調査を行います。 

 

②②②②交付決定交付決定交付決定交付決定    
横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課⇒⇒⇒⇒申請者申請者申請者申請者    

補助金審査会にて補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

③③③③工事等工事等工事等工事等のののの

着工着工着工着工・・・・備品備品備品備品

購入購入購入購入    

補助金の交付決定を受けてから工事等の着工をしてください。 

交付決定前に着工した工事は交付対象になりません。なお、空き店舗の賃借料につ

いては「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。 

 

 

 

④④④④
状
況
報
告

状
況
報
告

状
況
報
告

状
況
報
告

    

    

申請者申請者申請者申請者⇒⇒⇒⇒横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課    

【改装費について】 

代金の支払い完了後、空き店舗等利

活用支援事業補助金状況報告書に記

入し、右記の必要な書類を添えて提

出してください。（現地調査を行い、

改装分の補助金を交付します） 

 

【賃借料について】 

「営業を開始した日の属する月の翌

月」から補助対象となります。毎月、

賃借料の領収書の写しと空き店舗等

利活用支援事業補助金状況報告書を

提出してください。（家賃分の補助金

を毎月交付します） 

 

 

⑥⑥⑥⑥ 補補補補 助 金助 金助 金助 金

のののの交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査し現地調査を行った後、市に債権者登録している口座へ 

補助金を振り込みます。 

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。 

※④で補助金の交付が完了している場合は、⑤の提出をもって事業終了となります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書、実績報告書等の様式については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

空き店舗等利活用支援事業の HP 番号：000001985 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤
実
績
報
告

実
績
報
告

実
績
報
告

実
績
報
告

    

《実績報告に必要な書類等》 

① 事業決算書 

② 領収書の写し（宛名は申請者と

一致するようにしてください） 

③ 業者が発行する工事費を証する

明細書 

④ 写真（施工後の内部・外部の現

状がわかるもの） 

⑤ その他市長が必要と認める書類 

賃借料賃借料賃借料賃借料をををを    

含含含含むむむむ場合場合場合場合    

改装改装改装改装のみのみのみのみ

のののの場合場合場合場合    

申請者申請者申請者申請者⇒⇒⇒⇒横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課横手市役所商工労働課    

改装にかかる代金の支払い完了後、空き店

舗等利活用支援事業補助金実績報告書に記

入し、以下の必要な書類を添えて提出して

ください。 
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横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化につなげる事業を営む中小企業者の方に対して、かかる

経費の一部を補助します。 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。 

・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。 

・ 事業計画が明確であり、優れたビジネスプランによる起業であること。 

・ 起業後において横手市内に店舗、事務所等があること。 

・ 市税を滞納していないこと。 

対象業種対象業種対象業種対象業種    

次に掲げる要件を全て満たしている業種が対象となります。 

・ 農業、林業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、医療、福祉

の医療業のうち病院、一般診療所、歯科診療所、風俗営業・性風俗特殊営業、宗教、

政治・経済・文化団体等の業種でないこと。 

・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。 

・ 農業者でも農産物の加工品を製造販売する場合は可。また、農業者等がそれ以外の

業種で事業を行う場合も可。 

・ その他市長が適当と認める事業 

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

店舗工事費、店舗の賃貸に係る礼金、事業に要する機械等設備費、看板設置費用、駐車

場などの外構工事費(不動産取得費は除く)、宣伝広告費、その他事業に要する備品（10

万円以上のものが対象）等。 

なお特殊な事情がない限り、横手市外の業者に委託する工事、または横手市外の業者か

ら購入する備品等は補助対象とみなしません（※県外移住起業者についてはこの限りでは

ありません）。 

備品備品備品備品    

についてについてについてについて    

本補助金で購入した設備備品は、当該設備備品等の減価償却期間が経過するまでは、補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することは

できません（寄付も不可）。上記に違反した場合は補助金を返却して頂く事になります。

また、購入した設備備品には、本補助金により購入したものである旨を記し、備品番号を

つけ、台帳を備えるなど適正に管理してください。毎年、商工労働課にて確認作業をいた

します。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

〇ＩＣＴに特化した起業をする場合 

・補助対象経費の１／２以内を補助（上限１００万円）※千円未満切捨て 

〇県外から移住して起業をする場合（県外移住起業者） 

・補助対象経費の１／２以内を補助（上限８０万円）※千円未満切捨て 

〇上記以外の起業をする場合 

・補助対象経費の１／３以内を補助（上限５０万円）※千円未満切捨て 

※ＩＣＴとは Information and Communication Technology の略で「情報通信技術」と訳され、医

療・介護・福祉・教育など、あらゆる公共分野への貢献が期待されるものです。ここでいう『ＩＣＴに特

化した起業』とは、ＩＴ技術を活用し地域課題を解決する事業や、様々な公共分野へ貢献する事

業を指します。また自社で開発した IT サービスや、IT が主たる事業と認められる場合も含みます。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

申請者は、補助対象事業に着手する前に「横手市起業・創業支援事業補助金交付申請書」

と以下の書類を商工労働課に提出してください。 

① 市税納税証明書（法人にあっては法人登記簿、県外から移住してこられる方は横手市 

の住民票） ②事業計画書 ③見積書 ④付近の見取図 ⑤完成予想図 ⑥建物写真 ⑦

その他市長が必要と認める書類 

募集期間募集期間募集期間募集期間    平成 29 年 4 月 3 日（月）～4 月 28 日（金） 

横手市起業横手市起業横手市起業横手市起業・・・・創業支援事業補助金創業支援事業補助金創業支援事業補助金創業支援事業補助金のののの概要概要概要概要    
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そそそそ    のののの    他他他他    

・起業・創業に関する他の補助制度（国・県の起業支援補助金等）の交付を受ける場合は、

交付の対象となりません。 

・横手市又は商工団体が開催する起業セミナーに参加すること（※県外移住起業者はこの

限りではありません）。 

・必要に応じて現地調査を行います。 

・補助事業は年度内（3月末）に完了するものが対象となります。 

・ここでいう県外移住起業者とは、補助金申請時、県外から横手市に移住後１年未満の方

をいいます（既に起業しており、本社機能を移転する方も含みます）。 

    

補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    
 

横手市役所商工労働課 

①①①①申請申請申請申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

起業・創業支援事業補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出してくださ

い。担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。 

※受付は土、日、祝祭日を除く 

※必要に応じて現地調査を行います 

 

②②②②交付決定交付決定交付決定交付決定    
横手市役所商工労働課⇒申請者 

補助金審査会にて補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

③③③③工事等工事等工事等工事等のののの

着工着工着工着工・・・・備品備品備品備品

購入購入購入購入    

補助金の交付決定を受けてから着工（購入）してください。 

交付決定前に着工した工事、また購入した備品は交付対象になりません。 

 

④④④④実績報告実績報告実績報告実績報告    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

工事完了後、代金の支払いが済みましたら、起業・創業支援事業補助金実績報告書

に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してください。 

 

〇実績報告に必要な添付書類等 

1.事業決算書 

2.領収書の写し（宛名は申請者名と一致するようにしてください） 

3.業者が発行する工事費や備品購入費を証する明細書 

4.写真（施工後の内部・外部の現状が分かるもの。購入した備品など） 

5.備品管理台帳（10 万円以上の備品を購入した場合） 

 

⑤⑤⑤⑤補助金補助金補助金補助金のののの

交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査し、現地調査を行った後、市に債権者登録している口座へ

補助金を振り込みます。※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していた

だくことになります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書、実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧にいただけます。 

 

 

起業・創業支援事業の HP番号：000001983 
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横手市中小企業等融資横手市中小企業等融資横手市中小企業等融資横手市中小企業等融資あっせんあっせんあっせんあっせん制度制度制度制度（（（（マルマルマルマル横横横横））））    
 

平成 27 年 4 月 1 日より横手市中小企業等融資あっせん制度（マル横）の拡充を 3年間延長します。 

（平成 27年 4月 1日から平成 30 年 3 月 31 日まで） 

【マル横の拡充内容】 

（1）一般の貸付限度額を 1,500 万円から 2,000 万円に引き上げ 

（2）利子補給期間を 2年間から 3 年間に延長 

（3）1 年以内の据置期間を設定可能 

 

（目的） 

中小企業者及び小規模企業者へ融資あっせんを図ることで、企業の安定並びに業界の振興発展に 

資することを目的とします。 

（要綱） 

区分 一般事業資金（マル横） 小口事業資金（マル横小口） 

対象者 

中小企業者及び小規模企業者で、横

手市に 1 年以上住所または事業所

を有し、現に 1年以上同一事業を営

んでいる市税完納者等 

小規模企業者で、横手市に 1 年以上 

住所または事業所を有し、現に 1 年 

以上同一事業を営んでいる市税完納 

者等 

資金使途 
事業に必要な運転資金及び設備資

金 

事業に必要な運転資金及び設備資金 

限度額 2,000 万円（マル横小口を含む） 1,250 万円（マル横を含む） 

貸付期間 10 年以内 10 年以内 

貸付金利 
年 1.75％以内（平成29年 4月現在） 

※3 年間は市が 1/2 を補助 

年 1.55％以内（平成 29年 4 月現在） 

※3 年間は市が 1/2 を補助 

据置期間 
1 年以内（据置期間は元金返済を猶

予、利子のみ支払い） 

1 年以内（据置期間は元金返済を猶予、

利子のみ支払い） 

保証料 年 1.9％以内（市が負担します） 年 2．2％以内（市が負担します） 

 

 

（申込方法） 

 融資を受けようとする中小企業者等は、「横手市中小企業融資あっせん申込書」により、 

市内の取扱金融機関（秋田銀行、北都銀行、北日本銀行、秋田信用金庫、羽後信用金庫）の 

各支店にて申し込みをしてください。横手商工会議所又はよこて市商工会を経由して、横手 

市が認定いたします。 
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横手市中小企業等融資利子補給制度横手市中小企業等融資利子補給制度横手市中小企業等融資利子補給制度横手市中小企業等融資利子補給制度（（（（マルマルマルマル横横横横））））    
 

（目的） 

横手市中小企業融資あっせんに関する条例の規定に基づく融資取扱金融機関から融資を受けた市内

中小企業に市が利子の一部補給を講ずることにより、市内中小企業への円滑な融資を図り、もって商工

業の振興発展を図ることを目的とする。 

 

（対象者） 

 横手市中小企業融資あっせん制度により融資を受けた中小企業者および小規模事業者 

 

（補給率） 

貸付利率の 2 分の 1 

 

（補給期間） 

融資を受けた日より 3 年間（平成 30 年 4 月 1 日より「2年間」） 

 

（交付申請） 

 取扱金融機関は、利子補給の交付を申請しようとするときは、中小企業融資あっせんに係る利子補給

金交付申請書(様式第1号)に中小企業融資あっせん資金に係る利子補給金計算書(様式第2号)を添えて

市長に提出するものとする。 

 

（補給金の交付時期） 

 【上期】1 月 1 日～6月 30 日融資分について、9 月交付予定 

 【下期】7 月 1 日～12月 31 日融資分について、翌 3 月交付予定 
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大学生等（大学生、大学院生、高等専門学校生、短期大学生、専修学校生）の市内企業におけるイン

ターンシップ（キャリア教育の一環として大学生等とともに事業を行うものを含む）の参加を促し、市

内企業の魅力の理解と市内企業への就職促進を図るため、インターンシップ研修生が負担した交通費・

宿泊費を補助します。 

 

商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    
・学校教育法に基づく大学、大学院、高等専門学校、短期大学、専修学校に

在籍している方 

交付要件交付要件交付要件交付要件    

・横手市内の事業所（※）でインターンシップを行うこと 

・入社予定社員向けの事前研修の一環として行われるものではないこと 

・平成３０年３月３１日までにインターンシップが終了すること 

※ただし、官公庁または風営法に定める営業を行う事業所は対象外となりま

す。 

補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費    

・インターンシップの実施にあたり、研修生が負担した以下の経費 

①研修生の居住地から事業所までの往復交通費（公共交通機関を使用する 

場合に限る） 

②インターンシップ実施期間に滞在する市内宿泊施設の宿泊費（前後泊も 

含む） 

※インターンシップの実施にあたり、国、県その他における同内容の 

補助、助成等を受けたものは対象外とします。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

・インターンシップの実施にあたり、研修生が負担した経費の 10/10 以内 

（千円未満切捨て。上限２万円） 

ただし、申請は一人につき年度内２回までとします。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

申請者は、以下の書類をインターンシップ終了後１４日以内に商工労働課に

提出してください。 

①補助金交付申請書兼実績報告書 

②収支決算書 

③インターンシップ研修証明書 

④振込口座確認書 

⑤学生の身分を証明する書類（学生証の写し等） 

⑥補助対象経費の支払いを証明する書類（領収書の写し等） 

補助金補助金補助金補助金のののの交付交付交付交付    

・提出書類受領後、インターンシップ先の事業所へ実施確認を行う場合があ

りますのでご了承ください。 

・提出書類の内容を審査した後、提出していただいた振込口座へ補助金を振

り込みます。 

    

    

    

    

横手市横手市横手市横手市インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ促進支援事業補助金促進支援事業補助金促進支援事業補助金促進支援事業補助金のののの概要概要概要概要    
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奨励金交付奨励金交付奨励金交付奨励金交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    
 

 

 

 

      

①  インターンシップ実施        ②申請書提出      ③ 
 

（①の後、14日以内）     交 付 

 

 

 

    

当該補助金の概要及び申請書兼実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

 

横手市インターンシップ促進支援事業補助金 HP番号：000022041 
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横手市内の産業の持続的発展のために、若年者の職業能力開発にかかる費用の一部を補助します。 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

次に掲げる要件を全て満たしている就業者又は求職者が対象となります。 

・ 横手市に住所をおき、将来に渡って市内に定住する意思を有する 

１８歳以上４０歳以下の者 

  （公務員は除く。ただし、雇用期間に定めのある公務員は対象とする） 

・ 納期の到来した市税およびそれに準じるものを完納していること 

補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費    

・ 研修や講習の受講に直接要する経費 

・ 資格取得に直接要する経費 

・ その他市長が特に必要と認める経費 

 

※業務や就業に直接的に関連する研修や講習の受講および資格取得で 

平成３０年３月３１日までに終了するものを対象とします。 

※国、県から同様の補助や助成等を受けているものについては、当該補助金

等の対象とならない部分の経費についてのみを対象とします。 

※次に掲げる研修等については、本事業の対象外とします。 

・接遇やマナー講習等、社会人として基礎的なスキルを取得するためのもの。 

・一般的な趣味や教養に関するもの等、業務や就業に直接関連が認められな

いもの。 

・普通自動車第一種免許、準中型自動車免許、普通自動二輪車免許、原動機

付自転車免許 

※資格取得や受講に係る宿泊・交通費等の間接的な経費は補助対象外としま

す。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    
 経費の１／２以内（千円未満端数切捨て。上限８万円） 

 但し、1人につき年度内 1 回の交付とします。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

補助金交付申請書、事業計画書、税情報確認同意書類、住所・年齢が確認で 

きる書類の写し（運転免許証・健康保険証等）、受講する研修等のパンフレッ 

ト・見積書等の写し、その他市長が必要と認める書類 

募集期間募集期間募集期間募集期間    平成２９年４月１日から予算の範囲内で随時受付しております 

    
 

    

    

    

    

    

    

横手市横手市横手市横手市若年者等人財育成若年者等人財育成若年者等人財育成若年者等人財育成・・・・地元定着支援事業補助金地元定着支援事業補助金地元定着支援事業補助金地元定着支援事業補助金のののの概要概要概要概要    
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補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    
 

 

①①①①申請申請申請申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。 

担当が内容を確認しますので、できるだけ直接ご持参ください。 

※受付は土、日、祝祭日を除きます。 

 

②②②②交付決定交付決定交付決定交付決定    
横手市役所商工労働課⇒申請者 

書類審査により補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

③③③③事業着手事業着手事業着手事業着手    
補助金の交付決定を受けてから事業着手（受講）してください。 

交付決定前に着手（受講）した経費は交付対象になりません。 

 

④④④④ 実績実績実績実績    

報告報告報告報告    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業終了後、代金の支払いが完了しましたら、若年者等人財育成・地元定着支援事

業補助金実績報告書に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してください。 

 

〇実績報告に必要な書類等 

① 収支決算書 

② 領収書等振込の内容を証明するものの写し 

（宛名は申請者名と一致するようにしてください） 

③ 修了証及び免許証等の成果を証明するものの写し 

④ その他市長が必要と認める書類 

 

⑤⑤⑤⑤補助金補助金補助金補助金のののの

交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査し、市に債権者登録している口座へ補助金を振り込みます。

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書、実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

 

 

 

横手市若年者等人財育成・地元定着支援事業の HP番号：000018179 
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横手市内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合、その事業主に奨励金を交付

します。これは、男性が積極的に子育てに関わることにより、働き方の見直しにつなげ、男女ともに仕

事と家庭生活のよりよいバランスをとってもらうことを目的としています。 

 

 

 平成 29年 4月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

対象対象対象対象・・・・交付額交付額交付額交付額    
・ 10 日以上育児休業を取得した男性労働者を雇用する事業主に対し、30万

円を交付する。（年 1 回限り） 

交付要件交付要件交付要件交付要件    

次に掲げる要件を全て満たしている事業所が対象となります。 

・ 横手市内に本社又は主たる事業所を置く、常用雇用者が 300 人以下の中

小企業等であること（国・地方公共団体及び国、地方公共団体から一定

以上の出資又は補助金を受けている法人は除く）。 

・ 「男女イキイキ職場宣言」をして秋田県と協定を締結していること。 

（※注） 

・ 雇用保険の適用事業主であり、労働基準法に基づく就業規則等に育児休

業制度を設けていること。 

・ 上記事業所に雇用されている横手市内に住所を有する男性労働者が、そ

の養育する 3 歳未満の子に対して、勤務を要しない日を除いて連続する

10 日以上の育休を取得し、職場復帰後 1か月以上勤務していること。 

・ 市税の滞納がないこと。 

 

（※注）未締結の事業所においては手続きが必要となりますので、次ページ 

をご覧いただき、所定の応募用紙にて手続きしてください。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

申請者（事業主）は、以下の書類を商工労働課に提出してください。 

① 奨励金交付申請書兼実績報告書 

② 雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者証の写し 

③ 育児休業に関する就業規則等の写し 

④ 育児休業申出書の写し 

⑤ 育児休業取得状況が確認できるもの（対象となる男性労働者の出勤簿の

写し等） 

⑥ 市税に係る同意書 

⑦ 戸籍等に係る同意書（※育児休業を取得した男性労働者用） 

奨励金奨励金奨励金奨励金のののの交付交付交付交付    

提出書類の内容を審査した後、市に債権者登録している口座へ奨励金を振り

込みます。 

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになりま

す。 

    

横手市男性横手市男性横手市男性横手市男性のののの育児休業取得促進事業奨励金育児休業取得促進事業奨励金育児休業取得促進事業奨励金育児休業取得促進事業奨励金のののの概要概要概要概要    
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奨励金交付奨励金交付奨励金交付奨励金交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    
 

 

 

 

      ①育児休業      ②職場復帰    ③申請書提出      ④ 
 

   （祝祭日等を除く 10 日以上）   （1か月以上）  （①の後、2か月以内）    交 付 

 

 

 

   ※申請書提出期間は、育児休業後に職場復帰して 1 か月経過した日から 1か月以内です。 

 

 

当該奨励金の概要及び申請書兼実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

 

横手市男性の育児休業取得促進事業の HP 番号：000021181 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「男女男女男女男女イキイキイキイキイキイキイキイキ職場宣言職場宣言職場宣言職場宣言」」」」とはとはとはとは    
 

秋田県では、女性も男性もイキイキと働くことができる職場づくりを進めるため、「男女イ

キイキ職場宣言」をして県と協定を結び、「女性の能力の活用」や「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）」等に積極的に取り組む事業所を募集しています。 

 

○県と協定を結ぶと・・・ 

・県ウェブサイト等で、事業所の取組を紹介します。 

・宣言事業所紹介パンフレットに掲載し、広く県内に配付します。 

・県から各種情報セミナー、研修等の場を提供します。 

○対象は・・・ 

・県内事業所（支所・支店を含む） 

○取り組んでいただくことは 

・男女共同参画推進員の設置（必須） 

・女性の能力の活用（選択） 

・仕事と生活の調和を進める職場環境づくり（選択） 

・女性の活躍推進のための計画づくり（選択 ※従業員 300 人以下の事業所対象） 

・次世代育成支援のための計画づくり（選択 ※従業員 100 人以下の事業所対象） 

 

※以下の URL にアクセスしますと応募用紙がダウンロードできます。 

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/695 
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市内の中小企業者等が新たに挑戦する製品・技術の開発にかかる費用の一部を補助します。 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

横手市内に事業所をおく企業・中小企業者、または市内中小企業者を含む企

業連携による任意の団体で市長が認める者のうち、次の要件を全て満たして

いること。 

・横手市に主たる生産・事業の拠点を有する製造業、情報サービス業に属す

る市内事業所・企業等 

・納期の到来した市税を完納している者 

補助対象補助対象補助対象補助対象となるとなるとなるとなる    

製品等製品等製品等製品等    

中小企業者等が開発した新製品等（完成品、部品および技術開発）で、自社

で独自に開発するもの。または、既存の製品とは異なり、著しく性能・品質

および使用価値の向上が見込まれる製品を自社で開発するもので、３年以内

に完成するもの。 

※食品・医薬品など、品質および使用価値の向上を客観的に測ることができ

ないものは対象外とします。 

補助対象期間補助対象期間補助対象期間補助対象期間    

平成３２年３月３１日まで 

複数年度にわたる事業についても対象となります。（最長３年間まで） 

※ただし、申請は毎年度行っていただきます。 

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

① 原材料及び副資材の購入に要する経費 

開発製品、技術等の構成部品、開発等の実施に直接使用し消費される原料、

材料及び副資材費の購入に要する経費 

② 機械装置、工具又は機器の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要

する経費 

当該製品開発に要した機械装置の購入等の経費（市内生産拠点に設置した

もののみ対象。） 

当該製品開発に要した機械装置の自社で制作する場合の部品購入等に要す

る経費 

③工業所有権の導入、出願等に要する経費 

開発した製品の特許・実用新案・意匠権等の出願に要する経費 

④外注に要する経費 

外注費は自社内で不可能な当該製品等の開発の一部について外部の事業者

等に外注する場合の経費で、その外注先が市内の製造業に発注した場合、

補助対象経費の全額、市外の製造業に発注した場合、補助対象経費に該当

する経費の５０％を助成対象とします。 

⑤その他市長が特に必要と認める経費 

※但し、量産に要する経費を除きます。人件費、旅費等は対象となりません。 

※②については、補助金総額の１／２以内とする。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

補助対象経費の１０／１０以内 

今年度完成する場合、もしくは、複数年申請となる場合の初年度においては、

上限 1,000 万円とする。複数年申請の場合、翌年度、翌々年度の補助上限額

は、それぞれ 500 万円とする。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    
事業申請書、事業概要書、定款、収支決算報告書（直近２ヵ年度分）、市税納

税証明書、その他市長が必要と認める書類 

募集期限募集期限募集期限募集期限    募集期限：平成２９年６月３０日（金） 

そのそのそのその他他他他    

以下の場合、補助金の返還の対象となります。 

① 本事業の成果物を一定の期間を経ずに第 3 者に譲渡した場合。 

② 特別な理由なく製品等の製造拠点を市外へ移管した場合。 

横手市横手市横手市横手市ものづくりものづくりものづくりものづくり事業化事業化事業化事業化プランプランプランプラン開発支援補助金開発支援補助金開発支援補助金開発支援補助金のののの概要概要概要概要    
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補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ 

①①①①事前相談事前相談事前相談事前相談    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

申請前に事前相談をお願いします。担当が必要に応じて現地調査を行います。 

※受付は土、日、祝祭日を除きます 

 

②②②②応募応募応募応募    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業計画書に記入し、必要書類を添えて提出してください。担当が内容を確認しま

すので、直接ご持参ください。 

※受付は土、日、祝祭日を除きます 

 

③③③③1111 次審査次審査次審査次審査

((((書類審査書類審査書類審査書類審査))))    

横手市役所商工労働課⇒申請者 

書類審査を行い、結果を申請者に通知いたします。 

 

④④④④2222 次審査次審査次審査次審査
((((プレゼンプレゼンプレゼンプレゼン    

テーションテーションテーションテーション))))    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

審査会にてプレゼンテーションを行っていただき、補助対象事業の可否を決定しま

す。申請者には書面にて結果通知いたします。 

 

⑤⑤⑤⑤交付申請交付申請交付申請交付申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。担当が内容を確

認しますので、直接ご持参ください。 

※受付は土、日、祝祭日を除きます。 

 

⑥⑥⑥⑥交付決定交付決定交付決定交付決定    
横手市役所商工労働課⇒申請者 

補助金の交付を決定し、申請者に通知いたします。 

 

⑦⑦⑦⑦実績報告実績報告実績報告実績報告    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業終了後、代金の支払いが済みましたら、横手市ものづくり事業化プラン開発支

援事業補助金実績報告書に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してください。 

 

〇実績報告に必要な書類等 

①収支決算書 

②領収書等振込の内容を証明するものの写し（宛名は申請者名と一致するように 

してください） 

③機械機器等の写真および生産拠点に設置した写真 

④カタログおよび開発した新製品の写真や図面 

⑤その他市長が必要と認める書類。 

 

⑧⑧⑧⑧補助金補助金補助金補助金のののの

交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査し、市に債権者登録している口座へ補助金を振り込みます。

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。 

 

当該補助金の概要及び事業計画書、申請書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

 

横手市ものづくり事業化プラン開発支援事業の HP番号：000020039 
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市内中小企業者等の技術の向上及び新事業展開及び経営の健全化等の取り組みを支援するため、専門家

の受け入れに要する費用の一部を助成し、課題解決、技術力及び経営力の向上等に資することを目的と

し地域産業振興の活性化を図ります。 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

横手市内に事業所をおく中小企業者、又は市内中小企業者を含む企業連携に

よる任意の団体で市長が認める者の内、次の要件を全て満たしていること。 

・横手市に主たる事業所を有し、事業活動を行っている中小企業者等 

・納期の到来した市税を完納している者 

補助対象補助対象補助対象補助対象事業事業事業事業    

次に掲げる内容に対し必要な助言等を行う専門家の受け入れに要する費用を

補助します。 

・新製品、新技術開発に関すること 

・加工技術及び設計技術に関すること 

・生産管理及び国際規格の認証に関すること 

・経営戦略、ビジネス化及び販路開拓に関すること 

・前号に掲げるもののほか、市内中小企業者等の技術力及び経営力向上に関

すること 

※国、県その他における同内容の補助、助成等を受けたものは対象外と 

します。  

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

・アドバイザー等の契約による謝金 

・アドバイザー等の移動に要する経費 

（基本経費のみとし、グリーン車等の利用料、宿泊に関する経費は除く。） 

※交付決定日以後、平成３０年３月３１日までにかかる経費を対象とします。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

補助対象経費の１／３以内（千円未満端数切捨て。上限３０万円） 

但し、申請は１年度中に１企業１回とし、当市の他の補助金との併給は認め

ません。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

事業計画書、補助金交付申請書、収支計画書、専門家との事業内容のわかる 

もの、専門家の移動に要する経費の明細、専門家の経歴書、市税納税証明書、 

その他市長が必要と認める書類 

募集期間募集期間募集期間募集期間    平成２９年４月１日から予算の範囲内で随時受け付けしております。 

横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業    

（（（（課題等解決支援事業課題等解決支援事業課題等解決支援事業課題等解決支援事業））））のののの概要概要概要概要    
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補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

 

 

①①①① 申請申請申請申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業計画書に記入し、必要書類を添えて提出してください。 

担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。 

※受付は土、日、祝祭日を除きます 

 

②②②②交付決定交付決定交付決定交付決定    
横手市役所商工労働課⇒申請者 

書類審査にて補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

③③③③事業実施事業実施事業実施事業実施    
補助金の交付決定を受けてから事業着手してください。 

交付決定前に着手したものにつきましては交付対象になりません。 

 

④④④④実績実績実績実績    

報告報告報告報告    

 

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業終了後、代金の支払いが済みましたら、中小企業活性化支援事業（課題等解決

支援事業）補助金実績報告書に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してくださ

い。 

 

〇実績報告に必要な書類等 

① 収支決算書 

② 領収書等振込の内容を証明するものの写し 

③ その他市長が必要と認める書類。 

 

 

⑤⑤⑤⑤補助金補助金補助金補助金のののの

交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査した後、市に債権者登録している口座へ補助金を振り込み

ます。 

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書、事業計画書、実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲

載しております。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただ

けます。 

 

 

横手市中小企業活性化支援事業(課題等解決支援事業)の HP 番号：000001981 
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市内中小企業者等が、国内外の商談を目的とした展示会・見本市などへ出展するために要する費用の一

部を助成することにより、地域産業振興の活性化を図ります。 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者    

横手市内に事業所をおく中小企業者、又は市内中小企業者を含む企業連携に

よる任意の団体で市長が認める者の内、次の要件を全て満たしていること。 

・横手市に主たる事業所を有し、事業活動を行っている中小企業者等 

・自社開発商品（完成品・部品及び開発技術）の販路拡大を行う者 

・納期の到来した市税を完納している者 

補助対象補助対象補助対象補助対象となるとなるとなるとなる    

展示会等展示会等展示会等展示会等    

国内外で開催される展示会・見本市等で、概ね５０ブース以上の規模のもの。 

【時期】 

・交付決定日以降から平成 30年 3月 31 日までに開催されるもの。 

但し、申請者または申請者の属するグループで開催する展示会等は対象外と

なります。 

同一市内中小企業等に対し年間１回を限度とし、同一展示会へ出展する場合

の申請は３回までとします。 

対象経費等対象経費等対象経費等対象経費等    

・出展料 

・装飾、工事費、備品賃借料等会場の設営費 

・出展物の搬送費 

・出展のための交通費（ガソリン代は除きます） 

※宿泊費、出展の際の人件費は対象となりません。 

※交通費と宿泊費が一体となっているパック等を利用する場合の交通費は、

最も経済的な通常の方法により旅行した場合の旅費とパック料金を比較

し、低い金額のほうを対象経費とみなします。 

※出展物の搬送費のみの申請は対象外とします。販路拡大のための商談を目

的とした事業を対象とします。 

補助金額等補助金額等補助金額等補助金額等    

補助対象経費の１／２以内（千円未満端数切捨て。上限３０万円） 

※但し、国、県等の助成を受けている場合は、補助対象経費からその分を差

し引いた残額の１／３以内とします。 

なお、申請は１年度中に１企業１回とし、当市の他の補助金との併給は認め

られません。 

提出書類提出書類提出書類提出書類    

補助金交付申請書、事業計画書、収支計画書、見積書、展示会等出展申込書 

の写し、展示会の内容がわかる資料、販売する商品のパンフレット、納税証 

明書 

※その他市長が必要と認める書類 

募集期間募集期間募集期間募集期間    平成２９年４月１日から予算の範囲内で随時受け付けしております。 

横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業横手市中小企業活性化支援事業    

（（（（販路拡大支援事業販路拡大支援事業販路拡大支援事業販路拡大支援事業））））のののの概要概要概要概要    
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補助金申請補助金申請補助金申請補助金申請からからからから交付交付交付交付までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

 

 

①①①① 申請申請申請申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業計画書に記入し、必要書類を添えて提出してください。 

担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。 

※受付は土、日、祝祭日を除きます 

 

②②②②交付決定交付決定交付決定交付決定    
横手市役所商工労働課⇒申請者 

書類審査にて補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

③③③③事業事業事業事業着手着手着手着手    
補助金の交付決定を受けてから事業着手してください。 

※交付決定前に着手したものにつきましては交付対象になりません。 

 

④④④④実績報告実績報告実績報告実績報告    

 

申請者⇒横手市役所商工労働課 

事業終了後、代金の支払いが済みましたら、中小企業活性化支援事業 

（販路拡大支援事業）実績報告書に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してく

ださい。 

 

〇実績報告に必要な書類等 

① 収支決算書 

② 領収書等振込の内容を証明するものの写し 

③ 展示会の写真等 

④ その他市長が必要と認める書類。 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤補助金補助金補助金補助金のののの

交付交付交付交付    

実績報告書の内容を審査した後、市に債権者登録している口座へ補助金を振り込み

ます。 

※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書、事業計画書、実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲

載しております。以下のホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただ

けます。 

 

 

横手市中小企業活性化支援事業(販路拡大支援事業)の HP 番号：000001976 
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新規性の高い優れた新商品の開発、生産、販売により新たな事業分野の開拓に取り組む市内中小企業

者を「新事業分野開拓者」として認定することで、認定を契機とした様々な相乗効果により、地域経済

の振興を図ります。 

 

平成 29 年 4 月 商工労働課 

項項項項    目目目目    内内内内                                            容容容容    

申申申申    請請請請    要要要要    件件件件    

次に掲げる要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。 

・ 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154 号）第 2条第 1 項各号に規定する

中小企業者であること 

・ 市内に本社又は主たる事業所を有するものであって、市内において対象

となる商品を生産し又は開発したもので、かつ、販売の権利を有してい

るものであること 

・ 認定に係る商品が市の関係機関において使用している物品の範囲内（サ

ービス提供等の役務・医薬品・食品は対象外）であること 

・ 本社又は主たる事業所に市税の滞納がない者であること 

認定認定認定認定のメリットのメリットのメリットのメリット    

・ 新商品を市のホームページ等に掲載し PR しますので、社会的認知度の向

上を図ることができます。 

・ 市が新商品を導入しようとする場合は、入札制度によらない随意契約（地

方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号）で調達が可能となり、販売

実績作りと売り上げの増加が見込まれます。※ただし、認定自体が購入

を担保するものではありませんのでご留意ください。 

提提提提    出出出出    書書書書    類類類類    

申請者は、「横手市新商品生産による新事業分野開拓者認定申請書」と以下の

添付書類を商工労働課に提出してください。 

① 実施計画書 

② 定款及び登記簿謄本（法人の場合） 

③ 直近 2営業期間の財務諸表 

④ 本社又は主たる事業所の市税を滞納していないことの証明書 

⑤ 新商品に関する資料 

⑥ その他市長が必要と認める書類 

受受受受    付付付付    期期期期    間間間間    平成２９年４月３日（月）から７月３１日（月）まで 

そそそそ        のののの        他他他他    平成２８年度は２社２製品を認定しています。 

    

    

    

横手市横手市横手市横手市新商品生産新商品生産新商品生産新商品生産によるによるによるによる新事業分野開拓者認定事業新事業分野開拓者認定事業新事業分野開拓者認定事業新事業分野開拓者認定事業のののの概要概要概要概要    
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申請申請申請申請からからからから認定認定認定認定までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

    
 

①①①①申請申請申請申請    

申請者⇒横手市役所商工労働課 

認定申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。 

担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。 

受付は土、日、祝祭日を除きます。 

 

 

②②②②審査会審査会審査会審査会    

横手市役所商工労働課⇒申請者 

認定審査会を開催し、その席上で商品に関するプレゼンテーションを行っていただきま

す。その後、認定の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

 

 

③③③③公開公開公開公開    
横手市は、認定を受けた事業者及び新商品について市ホームページ等で広く周知し、物

品の調達に当たっては当該商品を優先的に調達するよう努めます。 

 

④④④④そのそのそのその他他他他    
横手市は、必要があると認めたときは、実施計画の実施状況等について報告を求めたり、

調査を行ったりする場合があります。 

 

 

当該補助金の概要及び申請書等の書類については、横手市ホームページに掲載しております。以下の

ホームページ番号を、横手市のホームページの検索欄に入力するとご覧いただけます。 

 

 

新商品生産による新事業分野開拓者認定事業の HP番号：000020003 
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横手市企業振興条例横手市企業振興条例横手市企業振興条例横手市企業振興条例のののの助成金助成金助成金助成金・・・・奨励金奨励金奨励金奨励金    

    
１．対象業種 

  製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、 

電気業（発電所）、ガス業（ガス製造工場） 

研究施設、コールセンター、データセンター、情報サービス業 

 

２．適用条件 

共通要件 
生産設備を構成する 

減価償却資産の合計取得額   2,000 万円を超える 

業
種
ご
と
要
件

 

道路貨物運送業、 

倉庫業、こん包業、

卸売業 新規の 

常勤雇用者（※） 

新設、増設  10 人以上 

上記以外業種 
新設  5 人以上 

増設  3 人以上 

※常勤雇用者：期間の定めのない常勤の雇用契約を結んだ従業員（臨時やパートタイマー除く） 

 

 

３．支援内容 

項目 内容 備考 

1) 固定資産税免除 

土地 

5 年間 

・土地取得により 1 年以内に工場棟の建

設に着手した場合（工場敷地分に限る） 

機械装置、建物 ・直接、生産に関するものに限る 

2)用地取得助成金 
1ha を超えた分 40％ 

1ha まで    30％ 

・限度額    1 億円 

（工業団地以外の用地の場合は雇用要

件に 2 名以上を加算、1平方メートル当

たりの単価上限 6,750 円） 

3)環境整備推進 

奨励金 
環境対策費   30％ 

・限度額    500 万円 

・指定より 3 ヶ年のうち 1 回限り 

4)雪対策奨励金 

除雪機器 

購入等経費 
50％ 

・限度額    500 万円 

・指定より 3 ヶ年のうち 1 回限り 

融雪経費、 

除雪委託費等 

・限度額    300 万円/年 

・指定より 3 年間 

5)雇用奨励金 30 万円/人 

・期間の定めの無い常用雇用 
(パート等からの処遇改善も対象とする) 

・対象者は横手市民に限る 

・指定より 3 年間 
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【お問い合わせ先】 

 

横手市 商工観光部 商工労働課・企業誘致室 

 
〒013-8502 

横手市旭川一丁目 3 番 41 号 秋田県平鹿地域振興局内 

TEL：0182-32-2115 

FAX：0182-32-4021 

URL：http://www.city.yokote.lg.jp/ 
 


